
中学校教則大綱期（1881～1889）の「国語J教育と「国語」教科書

一一中等学校国語教育史（三）一一一
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はじめに一一本稿の課題

西南の役（一八七七（明治十）年）によ

って維新の混乱が一応の終息を見ると、明

治政府は君主権の強い立憲君主制の樹立に

向けて政治、経済、教育の施策に着手した。

一方、公論に基づく政治をおこなうための

国会開設を求めて、一八八二（明治十五）

年を頂点に自由権運動が高まっていった。

教育界では、小学校制度の普及にともな

い、小学校教員養成のための師範学校の充

実と中等学校設立・拡張要求が広がってい

った。中等教育の必要性が自覚されていっ

たのである。 教科教育の面では西欧の教

科書ではなく自前の教科書創造とその授業

方法の開拓が求められていた。

本稿は、まず明治十四年公布『中学校教

則大綱』の内容と各県・各中等学校での教

則への波及状況を調べる。つぎ、に『大綱』

の「和文科教授要旨Jに基づいて作られた

こ種の和文教科書、稲垣千穎編『和文読本』

・下回歌子編『和文教科書』を中等学校国

語教育の歴史に位置づけることを試みる。

中学校教則大綱と申学校の「国語j

教育

1 中学校の開設（補注、管見による、その

一部を記載する。）

一八七八（明治十一）年四月 東京府第一中学校→

日比谷高等学校

四月 姫路中学校→姫路西高等学校

一八七九（明治十二）年九月 公立洲本中学校→洲

本尋常中学校→洲本高等学校

一八八0（明治十三）年一月長野県第ト八番中学

校→松本深志高等学校

六月 公立岩手中学校→盛岡中学校

月中学校→茨城県水戸中学校

八八一（明治十四）年四月 総餐→洛南高等学

校・洛南高等学校附属中学校

サ~J¥..二（明治十五）年第ー済々餐→熊本県立

済々銭高等学校

一八八三（明治十六）年四月 私立東京英和学校

→私立青山学院尋常中学部

八月 県立茨城第二中学校→茨城県土浦中

学校

六月 長野県上水内郡立中学校→長野中学

校

一八八四（明治ト七）年七月 県立安積中学校→

安積高等学校

七月 青森県中学校→青森県第一尋常中学

校→弘前高等学校

一八八五（明治十八）年四月 県立大分中学校→

大分上野丘高等学校

一八八八（明治二一）年八月 私立暁星学校→私

立暁星中学校

一八八九（明治二二）年四月 尋常中学郁文館

2 一八八一（明治一四）年前後の「国

語J関連科目の授業内容

1 ) 一八八一年一月の松本中学校規則

「松本中学校規則Jによれば、 「文学

科Jの授業内容は、漢文を講読し、漢作文

することであった。

学科課程 （第八級第一年前期～第一級第四

年後期）文学各一週六時）

第八級文学正文章軌範巻之一・二ヲ講読セシ

メ兼テ真仮名ヲ作ラシメ又記事文ヲ与へテ

漢文ニ復サシム

第七級文学正文章軌範巻之三ヨリ七マテヲ講

読セシメ兼テ作文及復文セシムル

第六級文学八大家文巻之十ヨリ二十マテ読マ

シメ兼テ真仮名ヲ作ラシメ又俗文ヲ与へテ漢

文ニ訳サシム

第五級 文学 八大家文巻之二十”ヨリー三十マテ

ヲ読マシメ兼テ作文及訳文セシムル

前級ニ同シ

第四級文学八大家文巻之ーヨリ九マテヲ読マ

シメ兼テ漢文ヲ作ラシム

第三級文学春秋左氏伝巻之ーヨリ十マテヲ講
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読セシメ兼テ漢文ヲ作ラシム

第二級 文学春秋左氏伝巻之十一ヨリ二十マテ

ヲ講読セシメ兼テ漢文ヲ作ラシム

第一級文学春秋左氏伝巻之二十ヨリ巻尾マテ

ヲ講読セシメ兼テ漢文ヲ作ラシム

（松本深志高等学校刊行委員会編『長野

県松本中学校・長野県松本深志高等学校九

十年史』一九六九（昭和四十四）年三月二

十日 松本深志高等学校刊行委員会刊 三

二～三四頁）

2）一八八二年岩手中学校教則和漢文

和文ハ古今ノ雅文ニ就キ其意味、字論、詞論、

文論等ヲ授ケ、精ク進ムニ随ヒ、雅文或ハ和

歌ニ照シ其実用ヲ指示シ、時トシテ簡易ナル

雅文及和歌ヲ作ラシム。

漢文ノ、先ヅ古今ノ文章ニ就キ読法・字義ヲ授

ケ、漸ク句法・章法・篇法、漢字使用法ニ及

ピ、唐宋 諸家ヨリ先秦古文ノ諸体ヲ研究

シ、其応用ニ達セシムルヲ要ス。

作文ノ、宿題即題ニ依リ、先ヅ日用贈答書憤文

或ハ仮名交リ記事文ヲ作ラシメ、漸ク進デ漢

文ノ小品記事ヨリ論説ニ及ピ、既ニ得ル所ノ

文体・文理ヲ応用セシメ、達意・修辞ノ要ヲ

悟ラシムルヲ要ス。

（岩手県立盛岡第一高等学校校史編集委員会

『白霊校百年史通史』一九八一年六月十五日発

行同校倉lj立百周年記念事業推進委員会五O頁）

岩手の十五年版は「和漢文科」の内容を

和文・漢文・作文の三領域と見なしていた。

和文では文法を教え、雅文・和歌の解読に文

法を応用していた。漢文は先ず読法を教え

漢作文へと導いていた。作文は手紙文を教

え記事文を書かせ漢作文へと進んでいた。

和文にしても漢文にしても卒業までの目標

は作文力を育てることであった。

3 『中学校教員lj大綱』 （－八八一（明

治十四）年七月）一一一和漢文科教授要旨

明治十三年の「改正教育令」では、中学

校に関しては、 「高等ナル普通学科ヲ授ク

ル所トスJ （第四条）とあるだけであった。

入学時期、修業年限、教則等について全国

に共通する規定はなく、 「民為放任Jとい

う状態であった。そのため学校施設・教員

組織・教育内容も千差万別で貧弱なところ

もなくはなかった。そのため、現場には「標

準化・制度化」を求める声もあった。

維新の急激な西欧化・近代化に対する反

省の風潮に添って、政府は「啓蒙主義から

儒教主義に基づく徳育j へと思想、の標準化

をも図った。

国語科教育においても多様であった内容

を整理して方向づけた。その先導性・模範

性は教育内容や方法の画一化を進め、教師

たちの自主的な研究を阻み、倉lj意ある実践

上の工夫を抑制するものともなったのであ

る。

『中学校教則大綱』の第 1条では、中学

校の目的を次のように定義していた。

中学校ハ高等ノ普通学科ヲ授クル所ニシテ

中人以上ノ業務ニ就クカ為メ又ハ高等ノ学校

ニ入ルカ為メニ必須ノ学科ヲ授クルモノトス

このときから、中学校は、職業準備の学

校と進学準備の学校という二つの性格を持

つことになった。中学校を、初等中学科（四

年制）と高等中学科（二年制）の二段階とし、

初等中学科の学科目は、十八九科目であっ

た。

修身、和漢文、英語、算術、代数、幾何、地

理、歴史、生理、動物、植物、物理、化学、経

済、記簿、習字、図画及唱歌、体操

『学制』における「国語学」 「古言学」

を「和漢文」として統合し、 「和漢文Jの

内容は「読方」と「作文」に分けた。

I和漢文科j の毎週の時数は、初等中学

科一～四学年、高等中学科ー・二学年まで

学年順に 7-6← 6-6/7 7であり、

全教科に占める比率は高かった。

次はその「第二款和漢文」の全文であ

る。
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和文ハ本邦固有ノ文章ニシテ其用極メテ広

ク漢文ハ普通ノ文材ニ資スル者ニシテ亦須

要ノ科ナレハ各級ニ通シテ之ヲ課ス今其学習

ノ為メニ分チテ読書、作文トス

読書ノ要ハ読法ヲ正クシ意義ヲ詳ニシ兼子テ

作文ニ資スルニ在リ故ニ初等中学科ノ和漢文ノ、

諦読、講義等ノ法ヲ用ヒテ文字ノ音訓、音声ノ

抑揚、句読ノ断続ヲ明ニシ字義、句意、章意ヲ

解セシムルヲ旨卜シ殊ニ和文ハ先ツ文字、言語、

文章、音韻ノ諸論ヲ教へ次ニ雅馴｜ノ文章ヲ授ケ

テ其例格ヲ考究セシムヘシ高等中学科ノ漢文ハ

更ニ教方ヲ高尚ニ委ク文章ノ賓主照応抑揚頓挫

等ノ諸法ヲ説キ詳ニ文理ニ通暁セシメンコトヲ

要ス

作文ノ要ハ思想ヲ表彰シ事実ヲ記述スルニ在

リ乃チ初等中学科ノ仮名交リ文、書摘文ノ、近世ノ

雅馴ノ文体ニ徴ヒテ之ヲ作ラシメ漢文ノ、古雅ノ文

体ニ微ヒテ単簡ノ記事文ヲ作ラシムへシ高等中学

科ノ和文ハ中世ノ雅動｜ノ文体ニ倣ヒテ之ヲ作ラシ

メ漢文ハ記事文ヨリ論説ニ及ホシ詩及歌ハ先ツ古

人ノ詩歌ヲ記諦セシメ精句調ニ熟シ格律ヲ暁ルノ

後歌ヲ詠シ詩ヲ賦セシムへシ凡ソ和漢文ヲ作ラ

シムルニハ文章簡明、句調暢和、且著実ニシテ例

格ニ合スルヲ旨トシ其文題ハ努メテ実用ニ適スル

者ヲ撰フヘシ但詩歌ノ、韻調正雅ニシテ趣味優美ナ

ランコトヲ要ス

（注 四方－j爾『「中学校教則大綱Jの基礎的

研究』梓出版社一五八～一五九頁）

4 各府県教則における「和漢文科」教

授要旨

各県は、この「教則大綱Jに即してそれ

ぞれの具体的な規程（教則）を作って実施

していった。文部省の「教授要旨Jを、長

野県のようにそのまま各県・各校の「教員ljj

とするもの、群馬県・愛媛県のように教材

名や指導事項を加えて部分的に修正したも

の、静岡県のように地域の実績や実情をふ

まえて大幅に改めたもの、などがあった。

1.群馬県中学校教則 一八八二（明十

4 

五）年七月二二日

和漢文ハ読書作文ノ二科ヲ分チ和文ノ科ニ於

テハ初メニ邦語ノ格例ヲ会得セシメ更ニ進ン

テ本朝文範ニ就テ我邦中古以来ノ雅馴ナル文

章ヲ法則トナシ我文章記事論説作文ノ大要ヲ

解セシメ漢文ノ科ニ於テノ、小文規則ヨリ入リ

正文章軌範ヲ暗繭熟復セシメ次ニ唐宋八大家

文読本ニ至リ高等科ニ於テハ左伝史記中ノ文

ヲ撲出シテ之ヲ講解セシメ又文体明弁ヲ以テ

文章ノ体例弁知セシム

作文ハ初等仮名交リノ俗文ヨリ書膿文ニ入リ

又稽古体ナル雅文ヲ作ラシメ漢文ハ初メニ簡短

ナル復文訳文ヲナシ漢文ヲ和訳シ又ハ和文ヲ漢文

ニ訳ス文字補熟スルニ従テ序記論説ヲ作ラシメ

高等科ニ於テハ楠高尚ナル漢文ヲ作ラシメ又詩

歌ヲ作ラシム

（四方一瀬『「中学校教貝l大綱Jの基礎的研

究』一七八頁）

2.愛媛県中学校教則 明治十五年十一

月十三日

和漢文ハ殊ニ必要ノ学科ニシテ、最モ精密ニ

教授スヘキモノタリ、コレヲ分テ読書作 文ノ

二トス、

読書ノ、講読ノカヲ養ヒ、作文ノ用ニ資スルノ

学科タレハ、其コレヲ授クルニハ初等中学科ニ

在テノ＼和文漢文ヲ井セ授ケ、諦読講義ノ法ヲ

用ヒ、音司11句読ヨリ字義句意章意ヲ解セシムル

ヲ主旨トシ、高等中学科ニ至リテハ漢文ヲ授ケ

文章ノ段落、賓主ヨリ抑揚頓挫照応波澗之諸法

ヲ説キ明カシ、理ニ通暁センコトヲ要ス、

作文ハ思想ヲ表シ実事ヲ記スル具ニシテ、尤

モ必要ノ学科タリ、初等中学科ニ於テハ書摘文

仮名交リ文及漢文ヲ授ケ、書購文仮名交リ文ノ、

近世ノ文体ニ徴ヒ文格ニ適フヲ要シ、先記事文

ヲ作ラシメ、高等中学科ニ至リテハ漢文ヲ授ケ

記事ノ文ヨリ志伝論説ニ及ホシ、旦和文又ハ詩

歌ヲ作ラシムヘ、ン、凡ソ文章ノ、文義簡明ニシテ

言調条暢ニ、行文ノ敏捷ナルヲ主トシ、且詩歌

ノ、韻彫正雅ニシテ趣向ノ優美ナランヲ要ス、



（『愛媛県教育史 第一巻』 F 九七一（昭 想定していなかった。

和四六）年三月 愛媛県教育委員会 五六三頁） 作文の種類には、日用文（書慣など）

記事文・論説・詩歌があり、段階を追って

3.静岡県立中学校教員lj －八八三（明 指導していた。

治十六）年三月二二日

和漢文ヲ分ケ読書作文トス漢文ノ＼先ツ素読ヲ

通熟セシメ次ニ輪読講義等ヲ以テ読書カヲ養

成シ傍ラ言語ヲ正シ進テ字義句法段落章意ヲ

講明シ全文ノ理義ヲ明瞭ナラシメ他日諸書を

渉猟スルノ余裕アラシム和文ハ言詞辞ノ活用

又ハ講義諾記等ニ及ホシ作文ハ日用書憤ヨリ

漸次高尚ノ文及ヒ詩歌ヲ作ラシム

（静中静高史編集委員会『静中静高百年史』

平成十五年一一月 静岡高等学校同窓会

六二頁）

4. 長野県中学校規則（明治十七年九月

二日）教授要旨は、明治十五年五月七日「文

部省指令 授業要旨」と同文であった。

（『 長野県松本深志高等学校九十年史』六五頁）

これによって、明治十五年以後の「和文

・漢文」の教育の実際を次のように捉える

ことがで、きょう。

当時は、和文よりも漢文の学習に重点が

おかれていた。

和漢文科を読書・作文の二科に分けてい

た。読書を更に和文と漢文の二領域に分け

ている。 「和文」が学習対象として意識さ

れてきたので、ある。和文と漢文の主目的は、

し、ずれも文章を書く力の育成であり、作品

の理解・鑑賞は従であった。

「読書」は、 「読法ヲ正クシ意義ヲ詳ニ

シ兼ネテ作文ニ資スル」学科であり、読法

（読み方）を教えて作文力を育てるのが目

的であり、和文・漢文の表現形式を教授す

ることがねらいであった。

講読は、 「諦読講義ノ法」によって「文

字ノ音訓音声ノ抑揚句読ノ断続ヲ明ニシ字

義句意章（意）ヲ」理解させる方法で教授

され、作品として意味を捉え味わうことは

5 

二一八八二（明治十五）年ζろ使用さ

れた和漢文教科書

「中学校教則大綱J （一八八一年七月）

の規定を受けて、中等学校の和漢文科教科

書作成が模索されていた。 明治十五年か

ら明治二O年にかけて、数校の中学校で実

際に使用されていた教科書は次のように、

漢文教科書と和文教科書の二種で、あった。

1 ）群馬県中学校教科用図書（一八八二（明

治十五）年布達）

日本文法摘要（前橋中学校教諭著）

小文規則（頼嚢選）

本朝文範（稲垣千穎・松岡太悪）

正文章軌範（宋謝紡得選）

唐宋八大家読本

（前橋高校校史編纂委員会『前橋高校百三年

史上巻』 一九八三（昭和五八）年前橋

高等学校八二頁）

2）大阪府立第一中学校（→大阪府立北高

等学校）の初等中学科教科書（一八

八三（明十六）年）

神皇正統記 日本文典皇朝史略同続篇

同続々篇十八史略同続篇文章軌範

（大阪府立北野高等学校創立ー二O周

年記念誌編集係 『北野百二十年』同校記

念事業委員会四O頁）

3）静岡県立中学校（当時は、静岡・韮山・沼

津・掛川｜・浜松の五校）

初等中学科書目

詞の経緯図詞の真澄鏡言詞辞ノ別

古今集序雅言用文章源平盛衰記十八

史略日本外史文章軌範八代家文四書

高等中学科書目

史記左氏伝



（静中静高史編集委員会『静中静高百年史』

平成十五年十一月 静岡高等学校同窓会

六二頁）

4）長野県中学校規則（明治十七年九月）

活語指掌図、語葉別記、和文読本（稲垣千頴輯）、

蘇批孟子（蘇老泉評） 正文章軌範読本三冊（謝

妨得選） 唐宋八家文（沈徳潜編次） 消息文

例上下（松屡主人著） 文語類編（星野泰俊）、

正文章軌範七冊（朱謝妨得選）

（『松本深志高等学校 九十年史』 六四頁）

5）私立大村中学校教科用書配当表（明治

十七・八年頃）

第一年（読書）調の八街詞の玉緒小品文紗

（作文）活語指南平家物語文章奇観

第二年（読書）源平盛衰記正文章軌範（作文）

平家物語責而者草文章奇観

今世名家文紗

第三年（読書）春秋左氏伝 （作文）二年に同じ

第四年（読書）謝撰拾遺春秋左氏伝

（作文）文体明排纂要

（棲井役著『中学教育史稿』 一九四二（昭和

十七〉年ー月 受験研究社場進堂一九ー頁）

6）千葉中学校教科用図書 （一八八四（明

治十七〉）年

初等科和漢文

小学新編岡本監輔著 日本政記頼褒子

春秋左氏伝尾張秦鼎文章軌範正編中村鼎五

調ノ八衡 本居春庭神皇正統記源親房公

源平盛衰記

高等科和漢文

唐宋八大家文読本井上撲

三体詩 大腸周

古今集

(JOO周年記念誌編集委員会『創立百年』一九

七九（昭和五四）年十月 千葉高等学校記念

事業期成会 二四・～二六頁）

7) 千葉県尋常中学校教科書表（一八

八六（明治十九〉年十月）

和文読本稲垣千穎 和文軌範里見 義

語葉別記 文部省編集局

語嚢活語指掌 文部省編集局

正文章軌範謝坊得春秋左氏伝社領集解

（『創立百年』千葉高等学校 二四～二六頁）

8）愛媛県、一八八八（明治二一）年十一月

高等日本読本 かなづかい教科用書

和文読本 日本外史

日本政記 近世名家文紗

文章軌範 史記伝量生、

（『愛媛県教育史 第一巻』 昭和四六年三

月 愛媛県教育委員会六七九頁）

以上限られた県・学校の採用例にすぎな

いが、採用数を集計しておきたい。

文章軌範 8 左氏伝 5 

唐宋八大家読本 4 十八史略 2 

史記 1 四書 1 

源 平 盛 衰 記 3 神皇正統記 2

皇朝史略 1 

古今集 2 

日本外史 2 

小学新編 1 

平家物語

日本政記

1 

2 

和文読本（稲垣千頴輯） 3 高等日本読本 1

近世名家文章少 1 

本朝文範（稲垣千頴暢） 1和文軌範 1 

消朝文例 1 

調ノ八街 2 調の玉緒 1 活語 1

小品文章少（作文） 1 文章奇観

明治十五年から十八年にかけて、和文よ

りも漢文の教育に重点、がおかれ、文章軌範

・春秋左氏伝・唐宋八家文・十八史略等の

漢籍が使用されていた。漢籍は、文章を書

くことに資する文範的性格も持っていた。

中では、少数ながら源平盛衰記・平家物語

．平家物語・古今集など和文が使用されは

じめている。又、和文では詞の八衛・調の

玉緒など文法教科書も使用されるようにな

ってきている。

明治十五年頃までは漢籍を中心に丸本が

使用されていたのであるが、この頃から編
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者によって選ばれた選文集も使われはじめ

ている。教育的観点から編集されたものが

教科書であるとし、う教科書観の予兆が見ら

れるのである。

稲垣千穎編集「本朝文範J.「和文読本」

も採用されており、発行後ただちに採用さ

れはじめたようで、ある。

三稲垣干穎編『本朝文範』、『和文読本』

I.稲垣千穎編『本朝文範』

一八八一年七月に布達された「中学校教

則大綱」では、中学校の科目に「和漢文」

と「習字」が位置づけられた。

東京師範学校助教諭であった稲垣千穎

（一八四五（弘化四）～一九ー三（大正二〉）

は、中学校和文教科書として、中古和文を

採録した『本朝文範（全三冊）』 （松岡太

慮と共編上・中巻明治十四年十一月、

下巻 明治十五年一月）を編集出版した。

その上巻序文には、我が国の上代から近

世までの文章は、

心高く詞すなほにしてして、露ばかりも作り

たるあとなく、皆自然のあやをそなへて、強く

うるはしきこといはん方なし、

と記したあと、余韻を残して書き、首尾

整っていることを讃えている。これらのこ

とは詳しく述べれば限りないことを多くの

人は知っているが、初学の人はたどたどし

く間違うことも多い。本書はそのような初

学の人のために編んだものである。

今はその多きが中にて殊に世の人のめでは

クサハヒ
やすめるを、いささか引し、でて本文の種 子

とはしっ。

本文の出所は、人々が褒め称える文章の

中から選んでいる、と述べている。選ばれ

た文章を次のような十ジャンルに分けて配

列している。

目録

辞類

序類序和歌序同小序後序

記類 記 日 記 紀 行 雑 記

論類

評類

説類

排類

教諭類

訓戒類

消息類

内容が優れているとともにジャンルに適

した形式で書かれている文章を選んでお

り、その主たる目的は生活に役立つ作文力

を育てることにある。当時たくさん出版さ

れた作文学習のためのテキストの多くが

「漢作文Jの文範であったのに対して「和

文jの文範集であったところに特色があり、

主張性があったので、ある。

しかし、作文範例集であり名文集でもあ

ろうとしところに無理があり、レベルが高

すぎるという評価を得て広くは使われなか

った。

2. 稲垣千穎編輯 『和文読本』

続いて稲垣千穎は、翌一八八二年十一月

に『和文読本（全四冊）』 （明治十五年

普及社）を編集発行した。 （注 1)

稲垣は、 「世間一般には不通の漢文j を

学ぶのは「国のためにJならず、 「御国の

人一…・中略…・・・御国ぶりの語を使ひ御国ぷ

りの音を出さずば得有るべからず」、 「御

国語御国文・・・・・・（は）吾もさとりよく、人

にも教へよくなりて容易く実学実験をもな

し得つべければj 、御国言葉を学ぶべきで

あると主張している。次に緒言全文を引用

する。

i，卓三
WIゴ仁コ

上古には．いはゆる万葉仮字伊呂波等なりこそ有

つれ．平仮字いろは等なり片仮字イロハ等などい
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ふ物とではなかりければ．殊に意して．其の詞

を誤らせじとする歌などばかりこそ．万葉仮字

にでも書きつれ．大方の文詞をぱ万葉仮字して

書かんは．徒に字面の長くなるがうへに．字画

さへ多くて煩しければ．、為ん方なくて．不便

ながらに漢文をのみ用ゐて、全く仮字して書く

事とではなかりつれど．中古平仮字片仮字とい

ふ．最便よきもの出来てより後は．彼の不便な

る漢字漢文をば．用ゐずして事足るべきを．な

ほ世の人さきざきより読み習ひ書き来たる癖

うせずして．字としいへば漢字．文としいへば

漢文にて．他には字も文もなきゃうに思ひて．

実事実学につきての利害をばよく齢たけ気衰へ

て．はかばかしき物の用にもたたず．かくしつつ．

若き壮の程をば徒に過し．老て後には．世間一

般には不通の漢文をかき．人には煩多き漢字を

教ふる事にのみ力を費して．世の為国の為に

は．させる益をも得せで．あたら生涯を査すは．

なべての学者の弊にて．いともいとも口惜しき

事の限なりかし。縦ヒし、かばかり漢字をばよく

識か漢文をば巧にかくとも．世に之を読む人

解る人少くば．何にかはせん．よしよむ人解る

人多くとも．御国の人悉く唐土人ならねば．な

ほ常に．口には．御国ぶりの語を使ひ．御国ぶ

りの音を出さずば得有るべからず．もし口には

御国の語音を用ゐて．文には唐土の文を書かず

では得あらずとならば．彼の楚人して斉語をし

へさするよりも拙き事にて．なかなかに唐土人

にも笑はれぬベきは．いふも更にて．いつも文

と語とは．似もつかぬものになりて．た宝便あし

きのみならず．物学の方の甚じき害にさへなり

て．すべて御国人の．物学のはかぽかしからず．

さとりのたどたどしきは．多くはこれによる事

にて．心ある者は．深く慨ふべき事なるに．な

ほこ与に心づく学者なかりしを．此の二百年ば

かり以来．歌文の学漸く開けてより．漢字漢文

の不便なる事をさとりて．私の著述には．仮字

文をのみ用ゐる人も多く出来にけれど．なほ公

ざまの文書には．仮字をば用ゐさせ給はざりけ

れば．心にはあかず思ひながらせん方なくて．

時としては漢めきたる文をもかかでは得あら

ざりしを．今の大御代となりてより．上はかし

こきや

天皇が詔旨の御書にも仮字を交へさせ給ひ．下

は天ざかる都の蝦夷の賎の子をまでも．まづいろ

は．五十音．仮字単語．などいふものより教へ導

かせ給ひて．専ラ御国語御国文を用ゐさせ給ふ事

となりにたるは．いともいとも尊く恭き大御恵に

て．御代の名におふ明に治る時に生れあひたる人

民の．上なき幸にて．今よりして後は．えうなき

字学の煩もなく．語と文とは似てもつかぬやうな

る違もなく．吾もさとりよく．人にも教へよくな

りて．容易く実学実験をもなし得つべかれば．世

イミ
の為人の為に甚 じくて．おのづから大御国の御

光も添ふわざなれば．心ある撃者の千歳の憾みも．

全く此の大御代にぞなくなるべき．但シかくあり

とて．今俄に漢字をな用ゐそ．漢文をな読みそと

いふにはあらず．其の心して．徒に年月を過して．

実事実学をだに妨ぐることなくば．心のままに．

漢文をも請しね．漢詩をも歌いねとぞよ．

0真字しでかける和文あり．祝詞宣命古事記

等仮字しでかける漢文あり．二十一代集の序等

然るに世の学者等．其体を分別することを知らず

して．平仮字なるをし見れば．即和文ぞと心得て．

近世の儒者等のかけるをさへに．誰がしの文 く

れがしの和文などいひて．ほめののしる者の多き

は．いといと傍いたき事にて 詮ずるに和文をば

かつて知らぬなり．近世御国学の博士と世にゆる

されたるきはの書にだになほ漢文の癖の清くさり

たるは．いといと稀にて．僅に一人二人なるを．

明暮漢字漢籍をのみさだしあへる人等の．いかで

かうまくは書得べき，されば此の書．今の世の極

めて初学の諦読の為にとて物したるにて．なかな

かにめでたくうるはしき雅文は．容易くさとり難

き方もあれば．或は軍記．或は俗物語などよりさ

へとりて．多き中には．御国文の体ならぬも．又

詞のあしくさとびたるもあれど．むげに後世のな

らねばさすがにおのづから雅びたる処ありて．其

の方に罪ゆるさる』こ』ちせらる』なり．なほ文体の
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論．はた文の解しやうなどの細やかなる事共は．本

朝文範の総論にいへれば．今は僅に一二を下にい

ふべし． （ルピ・傍線i布、引用者が付した） 0御

国の語にハ．てi司をはの係結といふものありて．

調を調べて調ふるなり．今見やすからんために．

其のかかりの詞にハ 仁二二二二二
をしるし、むすびに二二二二二コ をつく．

0 Lーのしるしたるハ．いはゆる大段落。

｜は小段落なり。

0九べて文には．意の急なる時は．おのずから語

の省かれ約まること常にありて．初学の

輩．その省かれたる語をしらでは．調づかひのい

かにぞや．かたぶき思ふこと多し．今か与る処に

は．悉く傍らに片仮字して｜云々と補ひ加へて示

せり．されど中には．古と今と詞のつかひざま異

てFπF

にて．今の世の俗語より思へば．てにをは足 は

ずして．てづつなるやうに思はるるも．古には常

にて．なかなかに雅なることあり．かかる類は．

今そのてにをはを．傍らに補ひ加へたるもままあ

れど．多くは漏しつ．

0軍記物語等に見えたる消息文は．上下を省きて．

用ある慮のみを出したるが多くて．全文はいとい

とまれにて．但し東鑑よりとれるはみな全文なり

前後の地の調なくは．意のさとり難き事多し．か

』る類は．その地の詞をも少しづっのせしるして．

r jのしるしして別てり．

0軍記類．其の他．片仮字しでかけるも．今は皆

平仮字に書きかへて引きたり．さるは．片仮字は

何となくこちなくかたくなしきを．平仮字はこよ

なくなだらかにて．なつかしきさましたればなか

又原は真字がちにかきなど．初学の輩の．ともす

ればよみ誤るべく見ゆる慮は．多く仮字を書き加

へたり．見ん人．原書と字様の異なるをないぶか

しみそ． （『和文読本』ーオ～七オ）

稲垣は、当時の話し言葉と文章語として

の漢文の懸隔の大きさを問題にしたのであ

る。仮字文は話し言葉に近く話し言葉の文

書化に適していると主張した。御国言葉は、

庶民が日常生活で話したり書いたりしてお

り、学びやすく教えやすく実学に適してい

るとして、 「公共の共通語」には、庶民が

使う機会の少ない漢文ではなく「御国言葉」

を以てすべきであるという。稲垣は、①庶

民の間で流通している生活言語、役に立つ

言葉、②「公共の文章表現」となるべき文

章語の範例③教育用語としての易しさ、の

観点から和文の価値を説き、 『和文読本』

の必要性を主張したのである。

文体・古文の読み方については『本朝文

範』の総論に述べてあるので、ここでは一

二のことに触れる、として係り結びのこと、

段落の区切り方、省略表現の補説、につい

て述べていることに注目しておきたい。特

に段落は文章読解にとって重要な指導事項

であるが、稲垣千穎は、

L = 大段落

｜ ＝ 小段落

と述べて各文章に大段落と小段落の区切り

を示している。

また、 「大段落」 ・「小段落Jという用語

の使用にも注目したい。 「大段落J・「小段

落Jとし、う概念は、いつ頃生まれたのであろ

うか。

構成と内容は次のとおりであった。

書一 歴代

景行天皇の世の段

後三条院天皇の御世の段

紳皇正統記

高倉院天皇の御世の段

神皇正統記

承久三年の僚 増鏡

中山忠親公

北畠親房公

北島親房公

一条兼良公

元弘二年隠岐の皇居の僚太平記北小路玄慧等

建武元年大内裏造営の僚太平記北小路玄慧等

儀式

朝賀公事根源正月元日 一条兼良公

春日祭建武年中行事二月の僚醍醐天皇御製
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北畠親房公修撰

更衣建武年中行事後醍醐天皇御製北畠親房公

撰虫公事根源九月の候

軍旅

一条兼良公

源頼信．平忠恒をせむること 宇治拾遺物語

源経国卿

陸奥田十二年の合戦の時．義家貞任の連歌

古今著聞集 橘成季

小松内大臣殿兵を召すこと 源平盛衰記

作者不知或云 葉室時長卿作

治承四年五月平等院の戦に足利忠綱宇治川先陣

のこと 源平盛衰記不知作者或云

葉室時長卿作

粟津原戦．源義仲最後の僚源平盛衰記

不知作者或云 菜室時長卿作

寿永三年二月．生田森の戦に．梶原二度のかけの

事源平盛衰記作者不知或云菜室時長卿作

延元元年正月．官軍都攻の僚

太平記 北小路玄慧

等

延元元年五月湊川合戦の僚太平記北小路玄慧等

巻二 地理

伊勢国 本居宣長

紀の国の名所ども

動植

狗大なる蛇を咋殺す話今昔物語

猿の烏を使ふこと 古今著聞集

鴨の類くさぐさ

牛馬 犬 徒然草

無益に生類を殺すまじきこと徒然草

南殿の桜のこと 古今著聞集

くれ竹かは竹 徒然草

むろの木

まるすげといふ草 とねりこの木

家にあらまほしき木草 徒然草

百行

本居宣長

源降国卿

橘成季

本居宣長

卜部兼好

卜部兼好

橘成季

卜部兼好

本居宣長

本居宣長

卜部兼好

高倉院天皇女童に御衣賜はせし御事 平家物語

不知作者或云信濃前司行長作

行成卿実方中将に冠おとされ給ひしこと 十司，，抄

不知作者

三条内大臣殿のこと 十司11抄 不知作者

公助父にうたるること 古今著聞集 橘成季

小松内大臣殿賀茂祭見の事十mil抄 不知作者

日里子資朝卿のこと 徒然草 卜部兼好

安養尼盗に衣とらせし事古今著聞集橘成季

松下禅尼明障子を繕ふこと 徒然草 卜部兼好

才芸

堀川院天皇の神楽を多近方に伝させ給ひし事

体源抄 豊原統秋

後醍醐天皇の九宮の御歌太平記北小路玄慧等

源義家朝臣の江帥に物学びしこと

古今著聞集 橘成季

経信卿三舟に乗られしこと十訓抄 不知作者

頼政三位の才能のこと 十司11抄 不知作者

道風朝臣の書のこと風 古今著聞集 橘成季

粛イ言卿拍子のこと 十訓抄 不知作者

経家馬術のこと 古今著聞集 橘成季

巻三 武勇

袴垂保昌にあふこと 宇治拾遺物語 源隆国卿

重忠長居相撲のこと 古今著聞集 橘成季

遣唐使虎を殺すこと 字治拾遺物語 源隆国卿

遊戯

行成卿扇合のこと 古今著聞集 橘成季

花合 古今著聞集 編成季

兼時教行競馬のこと 古今著聞集 橘成季

俳譜

道風朝臣の朗詠集のこと 徒然草 卜部兼好

鳥羽僧正の絵のこと 古今著聞集 橘成季

学生定茂がこと 古今著聞集 橘成季

良覚僧正のよび名のこと 徒然草 卜部兼好

人の団苅る男の言 徒然草 卜部兼好

鹿を射損じたる人のこと古今著聞集橘成季

猫また怖る』連歌師の 徒然草 卜部兼好

をこ者己が影に怖る』語今昔物語 源、隆国嫡l

覇旅離別附

治承四年福原の新都に供奉の人々所々遊覧の燦

源平盛衰記知作者或云 葉室時長卿作

寿永三年平家八嶋の旅の僚 平家物語不知作者

或云信濃前司行長作

左小排俊基朝臣二たび関東へ下向路次の僚
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太平記 北小路玄慧等

後醍醐天皇隠岐国に御遷幸の御をり中宮御暇申の

保 太平記北小路玄慧等

俊寛僧都硫黄嶋にて成経・康頼に離別の係

平家物語 不知作者或云信濃前司行長作

四保畷戦の時楠正行兄弟参内御暇申の候

太平記北小路玄慧等

哀傷

二条院上皇崩御の僚 源平盛衰記

不知作者或云 葉室時長卿作

後醍醐天皇崩御の俊 吉野拾遺

松翁或云忠房朝臣号或云吉房朝臣号

左府頼長公流矢に中りてうせ給ひけるをり父大相

国殿御嘆の保 保元物語葉室時長卿

源為義の子天王丸船岡にて失はれし時乳母の夫内

記平太歎の僚 保元物語葉室時長卿作

伝

九条廃帝 本居宣長

冬嗣大臣 大 鏡 藤原為業

長良中納言 大鏡 藤原為業

時居大人 本居宣長

巻四

評論附

四時をりをりの評 徒然草 ト部兼好

人のうまれっき 本居宣長

人とのふるまひ 十訓抄 不知作者

文のこと 徒然草 ト部兼好

富貴をねがはざるをよき事にする論

本居室長

もろこしの丙吉といひし人の事 本居宣長

説解附

世の中の語りったへに虚言多きこと 鈴木倫庸

後の世ははづかしき物なること 本居宣長

苗字 本居宣長

みなむすび 徒然草 卜部兼好

白拍子 徒然草 卜部兼好

新にいひいでたる説は頓に人のうけひかぬ事

本居宣長

師の説になづまざる事

教訪｜｜誠附

本居宣長
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心を一方にむくべきこと 徒然草 卜部兼好

頼むまじきこと 徒然草ト部兼好

人をとりあっかふこと 十訓抄 不知作者

楠正成兵庫下向のをり桜井駅にて子正行に遺訓

の詞 太平記 北小路玄慧等

為輪中納言の論 古今著聞集 橘成季

人の上いふ会誠むべきこと十訓抄 不知作者

知り顔iこ物いふまじきこと徒然草 卜部兼好

楠正成の妻子正行に教誠のこと

太平記

自満の誠 徒然草

北小路玄慧

卜部兼好

酒のいましめ

諌争

徒然草 ト部兼好

人を諌ること 十司Ii抄 不知作者

後白河院法皇六波羅へ御幸の後平重盛卿父清盛

卿へ諌言 源、平盛衰記 作者不知

或云葉室時長卿作

勅書

名和：長年に賜はせし御書 扶桑拾葉集

後醍醐天皇

院宣御請文 文治五年四月廿一日院宣の御請文

東鑑 源頼朝卿

将軍家御教書健保元年五月三日和田義盛鎌倉

を乱りし時将軍家の御教書東鑑波多野朝定

消息

新大納言成親卿備前へ流され給ふをり小松内大

臣より京より源平盛衰記作者或云葉室時

新大納言成親卿備前の配所より源左衛門尉信俊

につけて京なる北の方姫君等へ剃たる髪にそ

へて源平盛衰記 作者或云葉室時長卿作

有王が硫黄島へ渡るにつけて奈良なる女より父

俊寛僧都の許へ源平盛衰記

作者不知或云 葉室時長卿作

参河守範頼が筑紫より彼の国にてのありさまをし

らするついでに乗馬望のよしをもいひおこせた

る返事東鑑文治元年正月六日の線源頼朝嫡l

御かへし 源範頼

三位中将維盛卿八島より京なる若君姫君たちへ

源平盛衰記

若君姫君の御返事 平家物語



維盛卿の息六代六波羅の囚はれ処より母御前の許

へ 源平盛衰記

六僚摂政殿の北政所より内大臣宗盛公の御許に屋

島へ 平家物語

左小僻俊基朝臣の鎌倉に拘はれたるが許に京なる

北の方より 太平記

元弘三年鎌倉攻の時新田義貞朝臣の北の方より御

伯父安東左衛門入道聖秀の許へ 太平記

順位

1 

3 

4 

掲載数

掲載作品 作者

古今著聞集 橘 成 季

徒然草 卜部兼好

十司11抄 不知作者

太平記北小路玄慧等作

源平盛衰記作者不知

伊勢国他 本居宣長

平家物語 作者不知

小計

1 9 

1 9 

1 4 

1 2 

1 2 

1 2 

5 8 

9 扶桑拾葉集他（後醍醐天皇） 3 

宇治拾遺物語（源隆国）

東鑑（源頼朝他） 各3

12 神皇正統記（北畠親房）

保元物語（葉室時長）

公事根源（一条兼良）

大鏡（藤原為業）

今昔物語（源隆国） 各2

17 増鏡（一条冬良）

体源抄（豊原統秋）

吉野拾遺（松翁）

中山忠親、

鈴木倫庸 各 1

『和文読本』の目録（目次）を見ると、

採録作品を、次のように分類して章名

をつけている。

巻ー歴代・儀式・軍旅

巻二地理・動植・言行・才義

巻三武勇・遊技・俳譜・務旅離別附・哀傷

巻四 評論附・説解・教訓誠附・諌事・勅書

－院宣御請文・将軍家御教書・消息、

雑纂形式の編集である。中世及び近世の

和漢混j肴文や随筆を学習材化している。類

別には、歴史、紀行、地理、生物、有職故

実、文芸などがあり分類基準は分明ではな

い。全体を見わたすと、 「中学校卒業生に

必要な教養」となる文章を集めて分類した

もの、と言えようか。言葉を教えようとす

るよりも言葉を使って知識を与えようとし

ている。

「言行」・「俳譜J ・「消息」等の章を言

葉についての教材であると見なすことがで

きょうか。消息、の章は、江戸時代の「往来

物J、明治期小学校教科書『書膿』のよう

に手紙文の参考例にしようとしづ意図がう

かがえる。

『和文読本 四』の巻末には、次のよう

な広告文が掲げられていた。師範学校・中

学校・女学校の教科書として売り出されて

いたことが分かる。

和文読本

定価八十銭 四冊

中古ノ和文ニシテ尊皇愛国ノ士惰身達才ノ徳

ヲ振起養成シ且尚武強国ノ古ニ回復スベキ者数

百ヲ撰ピ類ヲ分テ文意語格ヲ示シ傍註頭書ヲ附

シタレパ師範科中学科ノ和文科及女子ノ読本ニ

適当ノ書也故ニ今般東京師範学校東京女子師範

学校官立大阪中学校其他各師範中学校ノ教課ニ

ナレリ全国ノ師範中学校両校及女学校ニ採用ア

ラン事ヲ祈ル

しかし、本教科書に採録された中世の御

国言葉は、維新後の「公共の文章表現Jに

耐えるものではなかった。西欧の近代文化

・科学・産業を取り入れて西欧と並び立つ国

家を作り kげようとする啓蒙主義者たちに

とって、国学者好みの中世・近世の和文は、

近代社会の「良導体Jとしての機能を果た
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し得ないと考えられた。

稲垣は、 『和文読本』出版の翌々（一一八

八四）年に東京師範学校を退職し、その後

任には、 「普通文」の創出に力を尽くした

新保磐次が採用された。

参照

① 甲斐雄一郎『国語科の成立』二00

八一六五頁

② 甲斐雄一郎「歴史の成果から」 『国

際化、情報化社会が必要とする読み

書き能力の範囲と内容についての研

究』 2005, 3) 

③ 菊野雅之「古典教科書の始まり一稲

垣千穎篇『本朝文範』 『和文読本』

『読本』一一」 『国語科教育第六

十九集』 二00三年三月 全国大

学国語教育学会 ） 

（補注 1) 稲垣千穎は、福島県に生ま

れた。京都遊学を経て東京に移り、 1874年

（明治7年） I 0月東京師範学校雇となり、

1881年（明治 14年） 7月助教諭となる。こ

の問、 『本朝文範』 （共著） 『和文読本』

などの教科書を編纂した。一方、 1880年（明

治 13年） 6月 7日、東京師範学校校長・伊

沢修二の要請により、音楽取調掛に就任（兼

務）。日本最初の音楽教科書『小学唱歌集

初編』の作詞に携わった。一九一三（大正

二）年二月九日没。

（参照 中西光雄『「蛍の光Jと稲垣千

穎一一一国民的唱歌と作詞者の数奇な運命

』二O一二年二月二九日 ぎょうせ

田 中学校教則大綱（一八八一〈明治）と

女学校のf国語j教育

1) 女子中等教青制度の状況

明治－o年代には、女子中等教育学校

として、ア教会立女学校、イ 女紅場、

ウ 公立女学校が生まれた。
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ア 教会立女学校

一八七0 （明治三）年フェリス女学校開校

一八七七（明治十）年六月 立教女学校

一八八五（明治一八）年九月 英和女学校→福岡

女学校→福岡女学院高等学校

一八八六（明治一九）年九月 宮城女学校→宮城

学院高等学校

一八八七（明治二0）年一月 北星学園→スミス

女学校→北星高等女学校

一八八七（明治二0）年九月 鳥取英和女学校

一八八九（明治二二）年六月 弘前女学校

イ 女車工場

一八七七（明治十）年三月 沼津女紅場

八月 飯田学校仮女紅場

一八七八（明治トー年）五月 北海道、蓬莱町に

女紅場

八月 長野県上回女紅場設置

一八八0 （明治十三）年 京都府何鹿郡、綾部ノト

学校に女紅場

一八八二（明治十五）年京都市上京第4区西陣

に女紅場（→明治二O年廃止）

一八八三（明治一六）年頃西宮小学校女紅場→

西宮市立西宮高等学校

一八八五（明治一八）年三月 函館県立函館女学

校を県立函館師範学校に設置

一八八七（明治二0）年十一月 東京八王子女紅

場

ウ公立の女学校

公立の中学校は、明治十年頃から各県に

設立されていった。その中学校には女子も

少数ではあるが入学していた。しかし、明

治十二年『教育令』の「（小学校の他は）

凡学校ニ於テハ男女教場ヲ同クスルヲ得

スjとする規定に基づいて男女別学となり、

女子の中等教育機会は閉ざされた。小学校

卒業後のいっそうの学習を志望する女子の

多くは「女子師範学校」に入学した。だが

多様な志望者を受け入れることは不可能で



あった。しかし、男子の中等教育期間が存

在するにもかかわらず女子の中等教育機関

存在しないよい矛盾は明らかであった。

文部省は、女子の中等教育学校の指標と

して、

一八八二（明治一五）年七月十日 国立の東京

女子師範学校附属高等女学校

を創立した。

「高等女学校Jは、男子中学校と内容的

に同格の学校とされていたが、 「高等女学

校j という名称は女子の最高教育機関とし

ての位置づけであり、女子の高等学校及び

大学への進学を阻むことを意味していた。

一八七二 明治五年新英学校及び女紅場

→京都府立女学校

一八七五（明治八）年栃木女学校→栃木県第

一中学校女子部

一八八三（明治十六）年 この時点で公立女学

校の設置はー府五県（京都・群馬・栃木・

山梨・岐阜・徳島）であった。

各地方自治体では民間の有識者から女子

中等教育機関の設立を要望する運動が盛ん

になっていった。

一八八七（明治二0）年三月 和歌山高等小学校

女子部門に温習科（二年制）付設→和歌山市

立高等女学校

一八八七（明治二0）年九月 高知県尋常中学校

に女子部を付設（補説 1) 

一八八八（明治二一）年鳥取女学校→鳥取県立

高等女学校

一八九八（明治三一）年群馬県高等女学校→群

馬県立高崎高等女学校

（補説 1) 当時高知県議会議員をし

ていた植木枝盛（1857～92）は、建議「高

知県にーの高等女学校を設立せんJを提出

し、採用されると次のように提案した。

抑モ前刻モ述フル如ク今日我県ニ於テ女子タ

ル者小皐以上ノ教育ヲ受クヘキ場所ナキニ至

リシハ実ニ歎スヘキ事ナリ元来我東洋ニ於テ

ハ旧来女子ヲ卑シメ婦人ヲ軽ンスルノ風習甚

シカリシナリ蓋シ此ノ風習ノ起因ハ音二道理

ノ簡明ナラス文化ノ遍カラサルガ為メナルノ

ミナラス我日本二於テハ封建ノ行ハノレ、事数百

年ニ及ヒタルヨリ大ニ其勢ヲ蔓延セシメ且ツ

他ノ皐問宗教等ノ之ヲ暫助シタル誇モアリシ

事ナノレベシ然レトモ右ノ如ク女子ヲ軽視スル

ハ全タ野驚ノ事ニシテ今日十九世紀ノ社舎

ニアルベキ事ニアラス夫レ女子ハ人ノ妻トナ

ル者ナリ人ノ母トナル者ナリ家庭ノ教師トナ

ル者ナリ実ニ貴重ナル者卜謂ノ、サルヘカラス

左レハ女子ニシテ教育ナケレハ人ノ母トナル

ニ湛へス人ノ母タルノ責任ヲ尽ス事能ノ、サレ

ハ善良ノ子弟ヲ陶冶スル事能ノ、ス果シテ然ル

時量ニ能ク社会ノ改良ヲ期スル事ヲ得ンヤ調

ヲ転シテ之ヲ言ハ、凡ソ社舎ヲ改良セント欲

セハ先ツ母ヲ改良セサルヘカラス母ヲ改良セ

ントスレハ女子ノ教育ヲ盛ニセサルヘカラス

今日高等女皐校ヲ設立スルノー事ハ奈ンソ緊

要ナリト謂うハサルへケンヤ掠テ其方法ハ如

何スルカト云フニ是ハ只今確定シタル説ヲ述

ヘルニハアラサレトモ概略廿番ノ胸案ヲ吐露

スレハ生徒ヲ凡ソ百名トシ其撃期ヲ三年トシ

倫理国語漢文英語地理歴史数皐理撃習字圏画

家事体操唱歌ヲ授ケントス即チ現今ノ中皐校

ヲ精簡約ニシタル課ノモノナリ又其経費ノ、凡

千二三百円ヲ以テスルノ考ナリ是ノ、教師玉名

ニテーヶ年ノ俸給ヲ九百円トシ百円余ヲ雑給

トシ百八十円ヲ校費トシ其他ヲ旅費小使給斜

賄費等ニ充テントスルナリ併、ン其綴密ナルハ

敢テ述へス而シテ本員ニ於テハ差当リ委員

ヲ撰ヒ県知事ニ建議スル書面ヲ作ラシメント

スルナリ

（追手前高校百年史編集委員会『高知追手前

高校百年史』 一九七八（昭和五三）年十一

月 同校校友会 一七O頁

単に論ずるだけでなく、 「高等女皐校ヲ

設立スル……中略・…・・廿番（植木）ノ胸案

（計画）ヲ吐露j している。曲折を経て、

同年九月には元医学校の地所建物に「高知

県尋常中学校女子部Jが設置され、試験を
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経て十一月に一一三名が入学した。

2）下回軟手編『和文教科書』一一最初の

女子用『国語』関連教科書一一

下回歌子編『和文教科書』（一八八六〈明

一九）年）が、稲垣『和文読本』に続いて

出版された。

下回歌子（1854～1936）は、 1872年の秋

に宮内省のお内儀に勤務を始め、一八八二

（明治一五）年に桃夫学校を創立した。「華

族女学校j の創設に参画し、明治十八年に

開校されると幹事兼教授となった。さっそ

く『和文教科書』の編纂を始め、明治十九

年から二十年にかけて全八巻を刊行してい

る。

0 採録された作品

巻一、二、徒然草ぬきほ

巻三、いさよひの日記

巻四、から物語ぬきほ

巻玉、方丈記

巻六、更級日記

巻七、巻八、宇治拾遺物語ぬきほ

この教科書は、 「例言（六か条）」を付

し、和文学習指導の目的などを記している。

以下に全文を紹介する。

一 和文学ハ、和文の構成を理会せしめ、又よ

く和文を記述せしむべき、学科なれノく

先づ、和文の上に切要なる、諸般の法則より、

教ふべきなり。若し、其法則を教へずして徒に

書を講じ、歌文を作らしめんとせパ、到底、こ

の学科の要領は、得しむること、能はざるべし。

今和文学の法則として、教ふべきものをいへ

パ、第一に、発音、口語の上の発音、および五

十音の変化を教ふ。第二に、仮字づかひ、清音、

濁音、音使、字音の仮字を教ふ。およそ二十時

間、第三に、ことば、歌文の解剖より得たる、

各種の性質をたもてる詞にて即ち、名詞、形容

詞、動詞、副詞のたぐひ、及び、其の上に存す

る、切要なる、諸法則を教ふ。との教授の時間

おほよそ九十余時間、第四に、歌文の構成、種

IIの性質をたもてる詞を、くみたて』てゆく順

序、および、種 IIの文章、種 IIの歌を作るに、

切要なる諸法則を教ふ。この教授法の時間、お

ほよそ五十余時間、第五に、てにをはの、とと

のへなり。名詞と副詞とに従ふ。てにをはを、

結びど〉のふるみちを教ふ、此教授の時間、お

ほよそ三十余時間、但し、此順序ハ、必しも、

かくの如くなるべしといふにハあらず。殊に発

音などハ、今とみに、教ふべくもあらねパ、五

十音上の変化のみを、教へて足るべく、また、

てにをはハ、歌文構成の次にすべき、条理なれ

ども、仮名づかひの、次におくや、便りならん。

これハ最初より、作文詠歌、および読書を、課

するならひなれパなり。されパ、此学科を、教

ふるにハ、先づ其法則を教へ、次に読書と、作

文詠歌とを課すベし。読書ノ＼法則の、古文に

あらはれたる跡、および其変化を、理会せしむ

る為にて、作文詠歌ノ＼法則の、運用に、熟達

せしめんの、目的なり。作文詠歌ハ仮字づ

かひと、てにをはとを、教へおはりて、課すべ

し。読書ノ＼最初より課するも、よからんo

- 此書ハ、かみにいへる、和文学の読書の

課に、供ふる書なり。従来、読書の科には、竹

取物語、空穂物語、住吉物語、落窪物語、源氏

物語、栄花物語、宇治拾遺物語、徒然草、土佐

日記、十六夜日記などょうの書を、仮用し来り

しかども、不適用を覚ゆるところ、少なからず。

殊に、男女のなからひなど、えもいはぬ、ふし

さへありて、教への席には、もちいづべくもあ

らず。されば、此書ノ＼上の物語日記などより、

和文を習ふ、便りならんと、思はる Lふしぶし

を、えらびとりて、ぬきほとハ、しつるなり。

此書ノ＼かみにいへる如く、和文の法則

を、理会せしむる科なれパ、文脈の、さとり易

きものより、始むべし。かならず、其書の時代

などをもて、）I慎序を立つべきにハあらず。殊に、

和文は、作者、みな古文にならひためれパ、其

時代のみをもては、文体の新！日も、定むまじき

理りさへあれノくなり。

一 此書ノ＼漢文の上にていふなる辞、序、

に
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説、静などの、名目をたてず。また、照応、抑

揚、伏案、伏線などの、ふしをも示さず。そハ

先づ彼の辞序などいふハ書きたるもの』、上に

ての事にて、辞といひ、序といはんも、名詞、

動詞の配置に、か』はるにもあらず。 照応、抑

揚などのふしも、書く人々 の心々 にて、そこと、

定まりたるところの、あるにもあらねば、法則

として、教ふべきにハあらず。殊に、此ハ、 も

と惰辞といふ、一種の文章学上の、ことなれパ

なり。

一 此書ハ、正格なる、文章のみをとりて、

平家物語、源平盛衰記、太平記ゃうの、謡ひもの

より、一変したる、類ひハとらず。か』る文章は、

歌文の構成だに、ならひえたらんにハ、書んこと

のかたからざめれパなり。

一 此書、さきにハ、故事辞義などの、いぶか

しきふしぶしハ、其のよしを、頭書にもと、思

ひしかど、さばかりの事は、此書を講ずる人の、

知らざらんも、あるまじけれパとて、書きさし

てやみぬ。かっ故事辞義などは、其人々にて、

取もし捨つるもあれパ、それ、きはやかに定め

たらんハ、中々 ならんとて。されパ、今ノ、たて、

その書の巻名などをのみ、頭書にしるせり。こ

ノ、其原書を、たづねんをりの、料にもとの、 心

しらひなり。 明治十八年十二月

以上の「例言（六箇条）」は、下回歌子

の教育経験の集約としての和文教育目的論

・指導内容論・編集方針を記したものであ

る。次のように、要約することができょう。

一 和文学の目標・内容・方法

ア 和文学の目標一一和文の構成を理解

せしめ、又よく和文を記述せしむべき

イ 和文学の指導内容一一和文の法則を

教える。その内容は、五項目である。

1.発音……発音と五十音の変化

2.仮名づかいとその表記法

3. 歌文解剖より得たる語の法員lj （名詞

－形容調・動調・副詞）

4. 歌文の構成、文章法

5. てにをはの結びととのえ方（文論、

文法）

ウ 和文学指導の方法

0 まず法則を教へ、次に読書と作文詠

歌とを課題とする。すべし。

0 読書は、古文にあらはれた法則およ

びその変化を理会させるため。先ず文

章の読みから入るのもよい。

0 作文詠歌は、法則の運用に熟達させ

るのが目的なり。仮字づかひとてにを

はとを教えたあとで課すのがよい。

二作品選択への配慮

この教科書は読書力を育てるためのもの

である。男女の仲などを描いていて教育上

不適と恩われる文章は省いている。 「ぬき

ほ（抄） Jとした所以である。

三難易の度合いへの配慮

文脈のさとりやすいものから配列してい

る。

四修辞は教えない。

漢文では分けている「辞・序・説・排j

などの文体や「照応・抑揚・伏線j などの

修辞は、法則として教えるべきものではな

いので教示していない。

五語り物語は採らない

この教科書は、正格なる文章を採用して

いる。語り物語系の平家物語、源平盛衰記、

太平記は採用していない。

六 故事・辞義などは人によって必要性

が異なる。この教科書は、教師が講義中に

教えればよいので、頭注には取りあげてい

ない。

下回歌子の『和文教科書』には、自己の

教育経験から得られた能力主義的な和文教

育論がある。すなわち文法の学力が読書力

に転移し、読書を支えると考えていた。教

材の系統性と指導の階梯に対する配慮、が見

られ、学習者を考慮する教育学の浸透を見

ることがで、きる。

一16一



五 『和漢文Jの授業

1一八七九（明治十二）年ころの漢文

一八七八（明治十一）年に京都府立京都

第一中学校に入学した井上麟吉は次のよう

に回想している。

漢学は林正期先生、高木先生、十合定

保先生などで、用書は国史略、十八史略、

日本外史、、日本政記、史記、左伝、論

語等であり、外史などは生徒が輪講して

互いに互いに誤りを訂すのでありまし

た。十合先生は面白い老儒者で、本文を

只半行ほど読で其あといろいろのお話で

済むことがあり、犬は独りで走り廻る故

に「ドックjと呼ぶなどと笑はせました。

（校史編集委員会編『京一中洛北高校百年史』

一九七二（昭和四七）年七月 同校記念事業委

員会八八頁）

2 入学試験科目と合格ライン

次に実際の授業風景ではないが、側面から

授業を想像することが出来る資料を採り上

げる。

明治十五年岐阜県中学科教則は入学試験

科目と程度を次のように記している。

入学試業ノ科目及其程度、左ノ知シ

国語漢字交リ文

解義・書取

算術四則応用 分数・単比例

地理 日本地理ノ大要

図画簡単ナル器具ノ透視図

（『岐阜県教育史 通史編近代一』二00

三（平成一五）年二月 岐阜県教育委員会編

刊二二一頁）

明治一九年規則に「国語jという科目名が

登場していることが注目される。小学生・

教師・保護者に「国語j科の意味が理解さ

れていたのであろう。

その合格ラインは、次の科目の「平均定

点五分ノ三ニ達スノレ者Jで、あった。

読方日本外史

作文仮字交リ文 公私用文

算術比例マテ

物理大意筆答（向上書）

3. 教師の担当教科

明治一七年七月創立された福島県立安積

中学校の「明治一九年（六月）担当教科一

覧」によると、初等中学校和漢文関連の授

業は次のような担当であった。

渡遁敏 山田四郎 木口弘記

第4級 漢文 修身 和文

第5級 作文 修身漢文 和文

第6級 歴史 作文修身 和文

第7級 歴史漢文 修身j英文 和文

第8級 作文 作文修身 和文漢文

作文

1、O印は、師範学校より兼務

2、ムは、師範学校への兼務

（福島県立安積高等学校編 『安中安高百

年史』 同校創立百周年記念事業後援会発

行一九八四年六月 一五二頁）

和漢文教師は、漢文、作文、歴史を教え

ていた。作文の担当の時間を 2～1時間と

して平準化しているように見受けられる。

4.女学校の教授要旨

公立の「群馬県女学校教則j （一八八三

（明治十五〉年九月）は、次のように「読

書科j の指導内容を規定している。

和漢文ノ句読ヲ正シ文法ヲ明瞭ニシ博ク文

字に通暁シ作文ノカヲ養成スルヲ要ス故ニ各

級定ムル所ノ課書ニ因リ教師之カ読法ヲ授ケ

或ハ生徒ヲシテ之ヲ輪講セシメ文字ノ音訓意

義ノ当否ヲ詳解セ、ンムへ、ン其文法書ニ於テノ、
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倭文ノ例格漢文ノ法式ヲ講明シ文理通達運用

自在ナルヲ要ス文字ニ通シ文法ヲ熟知スル卜

雄モ文章ヲ綴ルニ至リテ其意主ヲ通スル能ノ、

サルハ則チ読書ノ功ヲ奏セス故ニ此ノ課ニ於

テハ併セテ作文ヲ熟知セシム其文体ノ＼女子消

息、文諸公用文ヨリ漸次ニ真仮併体文及倭文和

歌等ニ至ル或ハ宿題席題ヲ課シ之ヲ作ラシム

其文題ハ努メテ実用ヲ旨トシ其作文ハ雅朗！｜ニ

シテ都野ナラサルヲ貴フ（注 四方一瀬『「中

学校教則大綱j の基礎的研究』一七九～」八O

頁）

明治十五年当時は、女子にも漢文を課し

ていたことが分かる。

文法学習に（輪講〉を取り入れており授

業に学習者を参加させていたようである。

「読書科jは作文力の育成を主目的として

し、る。

5. 技芸学校の授業

一八八七（明治二0）年私立親和女学

校が神戸市仏教団体によって設立された。

四年後に一寺閉鎖されたが、二五年十一月

に友国氏によって再興された。次のような

授業風景が記録されている。

裁縫は個人教授でお針屋式であるから、朝時

から午後三時の放課まで、先生はいつでも教場

に出ておられた。

他の学科はそれぞれ時間割に従って所定の

場所で所定の科目を習って、また裁縫場へとも

どるのである。作法や茶の湯の稽古はお寺のお

座敷や奥書院などでしたのを覚えている。

修身の時間に論語の講義をきき、読書科では

漢文皇朝史略をならい、英語の教科書にアラピ

ヤナイトが使われていた。 （「校祖友国先生」

兵庫県教育史編集委員会『兵庫県教育史j 同教

育委員会 2 7 8頁）

6. 教会系女学校の教科課程

一八八九（明治二二）年の活水女学校の

言語関連の教科課程は、次のようであった。

中等科一一日本歴史及語学、旧約聖書歴史、

英文典、新約聖書歴史

高等科一一一支那歴史並ニ漢文学、支那近世史、

基督教徴証論、漢学、本朝文法、論

理学、聖書文学

（『活水学院百年史』 一九八O年三月

活水学院三二頁）

当然のことながら、協会系の女学校では

「和文学Jは重視されていなかった。

おわりに

明治十四（一八八う年公布の「中学校

教員｜！大綱」は、我が国の中等教育制度の基

本的な枠組みを定めた。 「教授要旨jは、

中等学校の教科目を定め、その目標・内容・

方法の大概を方向づけた。各府県は「教則j

に盛り込み、教室に具体化することを促し

た。

その「和文科Jの項目では、領域を読書

・作文に分け読書は作文力育成のためのも

のとし、内容として和文及び漢文を位置づ

けていた。

「教授要旨」を受け止めて、稲垣千穎著

『和文読本』と下回歌子編著作口文教科書』

の教科書が作られた。稲垣千穎教科書は教

材選択に工夫が見られ、下回教科書には指

導法に実践の知見が盛り込まれていた。

稲垣・下回の教科書は、 「作文力育成を

主目的とする和漢文科Jという方向づけに

従った教科書であり、和文表現の法員IJ性を

教え、表現力を育てようとしている。文学

を鑑賞し教養を深める、という立場には至

っていなかった。

明治二十年代に入って、関根正直編『近

体国文教科書』（一八八八（明治ニー）年）、

上田万年『国文学』（一八九0（明治二三））

年、芳賀矢一『国文学読本』（ゾL九O年）

等によって、①文学を鑑賞する、②教養を

深める、③国文学史の知識を教える、とい

う教材選択の観点から国文学教材が開発さ

18-



れ編成されてし、く。

「和文科」は、明治十九（一八八六）年

六月、 「尋常中学校ノ学科及其程度j によ

って「国語及び漢文科」と改められた。女

学校の制度化は一八九九（明治三二）年四

月の勅令「高等女学校令Jを待たねばなら

なかった。
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